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規

則

○
東
京
都
に
お
け
る
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
特
定
事
業
主

等
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
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…（
総
務
局
人
事
部
職
員
支
援
課
）…
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○
東
京
都
支
庁
長
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…（
総
務
局
行
政
部
振
興
企
画
課
）…
二

○
東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
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施
行
規
則
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改
正
す
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環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
）…
二

○
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
気
候
変
動
対
策
部
地
域
エ
ネ
ル
ギ
ー
課
）…
二

○
東
京
都
自
然
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
附
則
第
一
項
の
東
京
都
規
則
で
定
め
る
日

を
定
め
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
自
然
環
境
部
緑
環
境
課
）…
二

○
東
京
都
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
三

○
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
局
障
害
者
施
策
推
進
部
精
神
保
健
医
療
課
）…
三

○
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
保
健
医
療
局
健
康
安
全
部
健
康
安
全
課
）…
五

告

示

○
平
成
二
十
一
年
東
京
都
告
示
第
九
百
八
十
九
号
（
東
京
都
地
球
温
暖
化
対
策
指
針
）
の
一
部

改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
気
候
変
動
対
策
部
総
量
削
減
課
）…
六

○
平
成
二
十
一
年
東
京
都
告
示
第
千
二
百
三
十
四
号
（
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境

に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
四
条
の
五
第
二
項
、
第
四
条
の
六
の
二
第
三
項
、
第
四
条
の
七

第
四
項
、
第
四
条
の
十
八
第
一
項
、
第
四
条
の
十
九
第
三
項
、
第
四
条
の
二
十
三
第
一
項
、

第
四
条
の
二
十
六
第
二
項
、
第
五
条
の
十
二
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
条
の
十
九
第
一
項
並

び
に
東
京
都
地
球
温
暖
化
対
策
指
針
第
二
編
第
五

八
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
別
に
定
め
る

様
式
）
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
六

○
平
成
二
十
一
年
東
京
都
告
示
第
千
二
百
三
十
六
号
（
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境

に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
四
条
の
十
二
第
三
項
及
び
別
表
第
一
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
別

に
定
め
る
係
数
等
）
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
一四

○
令
和
五
年
東
京
都
告
示
第
千
七
十
八
号
（
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る

条
例
施
行
規
則
第
九
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
別
に
定
め
る
事
項
）
の
一
部
改

正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
気
候
変
動
対
策
部
環
境
都
市
づ
く
り
課
）…
一四

○
令
和
五
年
東
京
都
告
示
第
千
七
十
九
号
（
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る

条
例
第
二
十
三
条
の
七
か
ら
第
二
十
三
条
の
十
三
ま
で
の
規
定
並
び
に
東
京
都
建
築
物
環
境

配
慮
指
針
第
三
章
第
五

四
及
び
第
七

三
の
規
定
に
基
づ
き
知
事
が
別
に
定
め
る
事
項
）

の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
一五

○
東
京
都
港
湾
環
境
整
備
負
担
金
条
例
に
よ
る
負
担
対
象
工
事
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
港
湾
局
港
湾
経
営
部
経
営
課
）…
一五

規

則
（
公
）

○
警
視
庁
組
織
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一六

規

則

東
京
都
に
お
け
る
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
特
定
事
業
主
等
を
定

め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
十
七
号

東
京
都
に
お
け
る
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
特
定
事

業
主
等
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
に
お
け
る
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
特
定
事
業
主
等
を
定

め
る
規
則
（
平
成
二
十
八
年
東
京
都
規
則
第
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
十
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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東
京
都
支
庁
長
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
十
八
号

東
京
都
支
庁
長
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
支
庁
長
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
東
京
都
規
則
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中
第
五
十
三
号
を
削
り
、
第
五
十
三
号
の
二
を
第
五
十
三
号
と
し
、
同
項
第
五
十
六

号
の
二
㈥
中
「
、
占
用
料
及
び
予
納
金
」
を
「
及
び
占
用
料
」
に
改
め
、
同
号
㈥
ア
中
「
及
び
第
五
十

三
条
の
二
第
一
項
」
及
び
「
並
び
に
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
予
納
金
」
を
削
り
、
同
号
中
㈧
及
び
㈨

を
削
り
、
㈩
を
㈧
と
し
、
十一
を
㈨
と
し
、
同
号
十二
中
「
、
占
用
料
及
び
予
納
金
」
を
「
及
び
占
用
料
」

に
改
め
、
同
号
中
十二
を
㈩
と
し
、
十三
を
十一
と
し
、
十四
を
十二
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
十
九
号

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
東
京
都
規
則
第
百
三
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
八

十
三
の
部
㈢
の
項
及
び
十
四
の
部
㈢
の
項
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に

関
す
る
法
律
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
第
百
五
条
第
一
項
」

を
「
第
百
六
十
三
条
の
五
十
九
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布

す
る
。令

和
八
年
三
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
三
十
号

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
東
京
都
規
則
第
三

十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
の
六
第
一
項
及
び
第
八
条
の
九
第
一
項
中
「
事
項
」
の
下
に
「
（
経
営
に
関
す
る
事
項
そ
の

他
公
表
す
る
こ
と
に
よ
り
特
定
開
発
事
業
者
の
競
争
上
若
し
く
は
事
業
運
営
上
の
地
位
そ
の
他
社
会
的

な
地
位
が
損
な
わ
れ
る
事
項
又
は
保
安
上
重
大
な
影
響
を
与
え
る
事
項
と
し
て
知
事
が
認
め
る
事
項
を

除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
八
条
の
十
三
第
一
項
及
び
第
八
条
の
十
七
第
一
項
中
「
事
項
」
の
下
に
「
（
経
営
に
関
す
る
事
項

そ
の
他
公
表
す
る
こ
と
に
よ
り
特
定
開
発
事
業
者
又
は
地
域
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
事
業
者
の
競
争
上
若
し

く
は
事
業
運
営
上
の
地
位
そ
の
他
社
会
的
な
地
位
が
損
な
わ
れ
る
事
項
又
は
保
安
上
重
大
な
影
響
を
与

え
る
事
項
と
し
て
知
事
が
認
め
る
事
項
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
一
条
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

条
例
第
二
十
一
条
の
三
、
第
二
十
二
条
第
三
項
、
第
二
十
三
条
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
三
第
四

項
（
第
二
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
六

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
の
内
容
は
、
経
営
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
公
表
す
る
こ
と
に
よ
り
特
定

建
築
主
、
建
築
主
、
特
定
マ
ン
シ
ョ
ン
建
築
主
又
は
マ
ン
シ
ョ
ン
建
築
主
の
競
争
上
若
し
く
は
事
業

運
営
上
の
地
位
そ
の
他
社
会
的
な
地
位
が
損
な
わ
れ
る
事
項
又
は
保
安
上
重
大
な
影
響
を
与
え
る
事

項
と
し
て
知
事
が
認
め
る
事
項
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
自
然
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
附
則
第
一
項
の
東
京
都
規
則
で
定
め
る
日
を
定
め
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る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
三
十
一
号

東
京
都
自
然
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
附
則
第
一
項
の
東
京
都
規
則
で
定
め

る
日
を
定
め
る
規
則

東
京
都
自
然
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
七
年
東
京
都
条
例
第
八
十
一
号
）
附
則
第

一
項
の
東
京
都
規
則
で
定
め
る
日
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
三
十
二
号

東
京
都
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
東
京
都
規
則
第
百
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
第
四
項
中
「
前
項
各
号
」
を
「
第
二
項
各
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
九
十
二
号
中
「
第
三
条
」
を
「
第
三
条
第
一
項
」
に
、
「
免
許
」
を
「
許
可
」
に
、

「
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
不
定
期
航
路
事
業
の
届
出
を
し
た
者
又
は
同
法
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ

り
旅
客
不
定
期
航
路
事
業
の
許
可
を
受
け
た
者
」
を
「
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
旅
客
不
定

期
航
路
事
業
の
許
可
を
受
け
た
者
、
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
一
般
不
定
期
航
路
事
業

の
登
録
を
受
け
た
者
又
は
同
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
貨
物
専
用
不
定
期
航
路
事
業
の
届

出
を
し
た
者
」
に
改
め
る
。

第
五
十
八
条
の
二
及
び
第
五
十
八
条
の
三
を
削
る
。

第
六
十
一
条
中
「
、
第
五
十
八
条
の
三
」
を
削
る
。

別
表
第
五
を
削
る
。

別
記
第
四
十
七
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
四
十
八
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

海
上
運
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
二
十
四
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と

い
う
。
）
附
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
小
型
船
舶
旅
客
不
定
期
航
路
事
業
を
営
む

こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
を
海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七

号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
と
み
な
し
て
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都

自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
五
条
第
九
十
二
号
の
規
定
を
適

用
す
る
。

３

改
正
法
附
則
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
人
の
運
送
を
す
る
不
定
期
航
路
事
業
を
営

む
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
を
改
正
法
第
三
条
の
規
定
（
改
正
法
附
則
第
一
条
第

五
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
海
上
運
送
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
登
録

を
受
け
た
者
と
み
な
し
て
、
新
規
則
第
二
十
五
条
第
九
十
二
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
三
十
三
号

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
年
東
京
都
規
則
第
二
百
四
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号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す

る
法
律
施
行
細
則
別
記
第
四
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加

え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
三
十
四
号

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
年
東
京
都
規
則
第
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中
「

」
を

「

」
に
、

「

」
を

「

」
に
、
「は

表
示
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
省

略
さ
れ
て
い
る

」
を
「が

表
示
さ
れ
て
い
る

」
に
、
「は

表
示
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
省
略
さ
れ
た

」
を

「が
表
示
さ
れ
た

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
及
び
第
三
号
様
式
中
「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
別
記
第
一
号
様
式
か
ら
第
三
号
様
式
ま
で

に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、

な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
五
十
三
号

平
成
二
十
一
年
東
京
都
告
示
第
九
百
八
十
九
号
（
東
京
都
地
球
温

暖
化
対
策
指
針
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
一
編
第
四

二
中
「削

減
し
た
量

」
の
次
に
「（

脱
炭
素
成
長

型
投
資
事
業
者
が
存
す
る
事
業
所
に
お
い
て
は
、
基
準
排
出
量
か
ら

規
則
第
四
条
の
三
の
二
に
規
定
す
る
量
を
控
除
し
、
特
定
温
室
効
果

ガ
ス
年
度
排
出
量
か
ら
法
対
象
年
度
直
接
排
出
量
（
当
該
事
業
所
に

お
い
て
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
が
使
用
し
た
燃
料
の
使
用
に
伴

っ
て
排
出
さ
れ
た
直
接
排
出
の
二
酸
化
炭
素
の
量
。
以
下
同
じ
。
）

を
控
除
す
る
こ
と
と
す
る
。
）

」
を
加
え
る
。

第
一
編
第
五

一
中
「⑴

か
ら
⑹
ま
で

」
を
「⑴

か
ら
⑺
ま
で

」

に
、
「⑺

及
び
⑻

」
を
「⑻

及
び
⑼

」
に
改
め
、
第
一
編
第
五

一

㈤
中
「、

敷
地
面
積

」
を
削
り
、
第
一
編
第
五

一
㈧
を
第
一
編
第

五

一
㈨
と
し
、
第
一
編
第
五

一
㈦
を
第
一
編
第
五

一
㈧
と
し
、

第
一
編
第
五

一
㈥
中
「⑴
か
ら
⑸
ま
で

」
を
「⑴

か
ら
⑹
ま
で

」

に
改
め
、
第
一
編
第
五

一
㈥
を
第
一
編
第
五

一
㈦
と
し
、
第
一

編
第
五

一
㈤
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑹
法
対
象
年
度
直
接
排
出
量
（
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者

が
存
す
る
事
業
所
に
限
る
。
）

第
一
編
第
五

二
㈠
中
「第

５
号

」
を
「第

６
号

」
に
改
め
る
。

第
一
編
第
八

一
㈠
中
「第

２
号

」
の
次
に
「に

該
当
し
、
又
は

３
年
度
連
続
し
て
同
条
第
５
項

」
を
加
え
る
。

第
一
編
第
八

三
㈡
中
「第

２
号

」
の
次
に
「に

該
当
し
、
又
は

３
年
度
連
続
し
て
同
条
第
５
項

」
を
加
え
る
。

第
一
編
第
八

七
㈠
中
「第

５
１
⑺
及
び
⑻

」
を
「第

５
１

⑻
及
び
⑼

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
五
十
四
号

平
成
二
十
一
年
東
京
都
告
示
第
千
二
百
三
十
四
号
（
都
民
の
健
康

と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
四
条
の
五
第

二
項
、
第
四
条
の
六
の
二
第
三
項
、
第
四
条
の
七
第
四
項
、
第
四
条

の
十
八
第
一
項
、
第
四
条
の
十
九
第
三
項
、
第
四
条
の
二
十
三
第
一

項
、
第
四
条
の
二
十
六
第
二
項
、
第
五
条
の
十
二
第
一
項
第
四
号
及

び
第
五
条
の
十
九
第
一
項
並
び
に
東
京
都
地
球
温
暖
化
対
策
指
針
第

二
編
第
五

八
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
別
に
定
め
る
様
式
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

前
文
中
「
第
四
条
の
十
九
第
三
項
」
の
下
に
「
、
第
四
条
の
二
十

二
の
三
第
一
項
」
を
加
え
る
。

四
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

四
の
二

規
則
第
四
条
の
二
十
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
訂
正

排
出
量
算
定
書
は
、
別
記
第
四
号
様
式
の
二
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
そ
の
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
一
号
様
式
の
二
そ
の
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
三
号
様
式
そ
の
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
そ
の
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
四
号
様
式
の
次
に
次
の
様
式
を
加
え
る
。
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別
記
第
五
号
様
式
そ
の
一
、
そ
の
七
及
び
そ
の
八
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



（第18514号）東 京 都 公 報令和8年3月27日（金曜日）１１

別
記
第
五
号
様
式
そ
の
八
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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別
記
第
五
号
様
式
そ
の
九
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
そ
の
九
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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別
記
第
七
号
様
式
の
二
そ
の
一
、
そ
の
二
及
び
そ
の
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
都
民
の

健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
四
条

の
五
第
二
項
、
第
四
条
の
六
の
二
第
三
項
、
第
四
条
の
七
第
四
項
、

第
四
条
の
十
八
第
一
項
、
第
四
条
の
十
九
第
三
項
、
第
四
条
の
二

十
三
第
一
項
、
第
四
条
の
二
十
六
第
二
項
、
第
五
条
の
十
二
第
一

項
第
四
号
及
び
第
五
条
の
十
九
第
一
項
並
び
に
東
京
都
地
球
温
暖

化
対
策
指
針
第
二
編
第
五

八
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
別
に
定
め

る
様
式
（
こ
の
告
示
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ

る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な

お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
五
十
五
号

平
成
二
十
一
年
東
京
都
告
示
第
千
二
百
三
十
六
号
（
都
民
の
健
康

と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
四
条
の
十
二

第
三
項
及
び
別
表
第
一
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数

等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
二
条
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
知
事
が
別
に
定
め
る
熱
の
う
ち
蒸
気
（
産
業
用
の
も

の
に
限
る
。
）
の
知
事
が
別
に
定
め
る
係
数
は
、
〇
・
〇
六
五
四

と
す
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
五
十
六
号
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令
和
五
年
東
京
都
告
示
第
千
七
十
八
号
（
都
民
の
健
康
と
安
全
を

確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
九
条
の
四
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
知
事
が
別
に
定
め
る
事
項
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。令

和
八
年
三
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
三
中
「
も
の
と
す
る
。
」
の
次
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
１

ア
に
掲
げ
る
駐
車
区
画
の
う
ち
、
駐
車
場
法

施
行
令
（
昭
和
３２年

政
令
第
３４０号

）
第
１５条

に
規
定
す
る
特

殊
の
装
置
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
認
定
し
た
も
の
と
同
等
の

安
全
性
を
有
す
る
も
の
に
電
気
自
動
車
充
電
設
備
を
整
備
す
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
駐
車
区
画
を
規
則
第
９
条
の
４
第
１

項
各
号
に
規
定
す
る
特
定
建
築
主
が
整
備
す
る
電
気
自
動
車
充

電
設
備
の
整
備
区
画
数
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る

。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
五
十
七
号

令
和
五
年
東
京
都
告
示
第
千
七
十
九
号
（
都
民
の
健
康
と
安
全
を

確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
第
二
十
三
条
の
七
か
ら
第
二
十
三
条

の
十
三
ま
で
の
規
定
並
び
に
東
京
都
建
築
物
環
境
配
慮
指
針
第
三
章

第
五

四
及
び
第
七

三
の
規
定
に
基
づ
き
知
事
が
別
に
定
め
る
事

項
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

四
中
「ア

又
は
イ

」
を
「ア

か
ら
ウ
ま
で
の
い
ず
れ
か

」
に
改
め
、

四
イ
を
同
ウ
と
し
、
同
ア
中
「（

水
平
屋
根
又
は
方
位
が
南
を
含
む

東
か
ら
西
ま
で
に
面
す
る
屋
根
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

」
を
削
り
、

こ
れ
を
同
イ
と
し
、
同
ア
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ア
南
面
等
屋
根
（
水
平
屋
根
又
は
方
位
が
南
を
含
む
東
か
ら
西

ま
で
に
面
す
る
屋
根
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
し
な
い
建

築
物

九
ア
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
（
ア
）
①
に
掲
げ
る
駐
車
区
画
の
う
ち
、
駐
車
場

法
施
行
令
（
昭
和
３２年

政
令
第
３４０号

）
第
１５条

に
規
定
す
る

特
殊
の
装
置
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
認
定
し
た
も
の
と
同
等

の
安
全
性
を
有
す
る
も
の
に
電
気
自
動
車
充
電
設
備
を
整
備
す

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
駐
車
区
画
を
規
則
第
１３条

の
５
の

４
第
１
項
各
号
に
規
定
す
る
特
定
供
給
事
業
者
が
整
備
す
る
電

気
自
動
車
充
電
設
備
の
整
備
区
画
数
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中

「

」
を

「

」
に

改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
そ
の
一
中
「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
五
十
八
号

東
京
都
港
湾
環
境
整
備
負
担
金
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条

例
第
五
十
八
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
八
年
度
に

実
施
す
る
港
湾
工
事
の
う
ち
、
負
担
対
象
工
事
と
し
て
指
定
し
よ
う

と
す
る
工
事
の
種
類
を
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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一

港
湾
環
境
整
備
施
設
（
施
設
の
敷
地
を
含
む
。
）
の
建
設
又
は

改
良
の
工
事

二

前
号
に
掲
げ
る
施
設
の
維
持
の
工
事

三

漂
流
物
の
除
去
そ
の
他
の
清
掃
の
た
め
の
工
事

規

則
（
公
）

警
視
庁
組
織
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
８
年
３
月
２７日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号

警
視
庁
組
織
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
警
視
庁
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
１
条

警
視
庁
組
織
規
則
（
昭
和
４７年

４
月
１
日
東
京
都
公
安
委

員
会
規
則
第
２
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
２
条
第
１
項
の
表
総
務
部
の
項
中
「
情
報
管
理
課
」
を
「
デ

ジ
タ
ル
戦
略
課
」
に
、
同
表
警
務
部
の
項
中
「
訟
務
課

給
与
課
」
を
「
訟

務
課
」
に
改
め
る
。

第
３
条
の
３
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
情
報
管
理
課
」
を

「
デ
ジ
タ
ル
戦
略
課
」
に
改
め
、
第
３
号
を
第
４
号
と
し
、
第
２

号
を
第
３
号
と
し
、
第
１
号
を
第
２
号
と
し
、
同
条
に
第
１
号
と

し
て
次
の
１
号
を
加
え
る
。

⑴
デ
ジ
タ
ル
関
連
施
策
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

第
３
条
の
３
に
次
の
２
号
を
加
え
る
。

⑸
警
視
庁
デ
ジ
タ
ル
開
発
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
デ
ジ
タ
ル
開

発
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

⑹
警
視
庁
照
会
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
照
会
セ
ン
タ
ー
」
と
い

う
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

第
５
条
第
１
号
中
「
こ
と
」
の
次
に
「
（
他
の
分
掌
に
属
す
る

も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
中
第
５
号
を
第
６
号
と
し
、

第
４
号
の
次
に
次
の
１
号
を
加
え
る
。

⑸
警
視
庁
旅
費
事
務
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
旅
費
事
務
セ
ン
タ

ー
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

第
７
条
中
第
６
号
を
削
り
、
第
７
号
を
第
６
号
と
す
る
。

第
９
条
中
第
１０号

を
第
１６号

と
し
、
第
９
号
を
第
１５号

と
し
、

第
８
号
の
次
に
次
の
６
号
を
加
え
る
。

⑼
職
員
の
諸
給
与
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
分
掌
に
属
す
る
も

の
を
除
く
。
）
。

⑽
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
こ
と
。

⑾
救
慰
金
及
び
見
舞
金
に
関
す
る
こ
と
。

⑿
警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害
給
付
に
関
す

る
こ
と
。

⒀
恩
給
に
関
す
る
こ
と
。

⒁
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
こ
と
。

第
１２条

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
１２条

削
除

第
３４条

に
次
の
１
号
を
加
え
る
。

⑶
外
国
人
の
不
正
な
滞
在
並
び
に
そ
の
仲
介
及
び
ほ
う
助
等

に
係
る
外
事
関
係
法
令
違
反
事
件
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と

（
他
の
分
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

第
４３条

中
第
１５号

を
第
１６号

と
し
、
第
１４号

を
第
１５号

と
し
、

第
１３号

を
第
１４号

と
し
、
第
１２号

の
次
に
次
の
１
号
を
加
え
る
。

⒀
子
ど
も
及
び
女
性
に
対
す
る
性
犯
罪
等
に
発
展
す
る
お
そ

れ
の
あ
る
生
活
安
全
警
察
関
係
法
令
違
反
の
取
締
り
に
関
す

る
こ
と
。

第
４３条

の
２
中
第
１２号

を
削
り
、
第
１３号

を
第
１２号

と
す
る
。

第
５８条

の
６
を
第
５８条

の
８
と
し
、
第
５８条

の
５
を
第
５８条

の

７
と
し
、
第
５８条

の
４
の
次
に
次
の
２
条
を
加
え
る
。

（
デ
ジ
タ
ル
開
発
セ
ン
タ
ー
）

第
５８条

の
５

総
務
部
デ
ジ
タ
ル
戦
略
課
に
デ
ジ
タ
ル
開
発
セ
ン

タ
ー
を
附
置
す
る
。

２
デ
ジ
タ
ル
開
発
セ
ン
タ
ー
は
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
開
発
及
び

活
用
の
推
進
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

３
デ
ジ
タ
ル
開
発
セ
ン
タ
ー
に
係
を
置
く
。

（
照
会
セ
ン
タ
ー
）

第
５８条

の
６

総
務
部
デ
ジ
タ
ル
戦
略
課
に
照
会
セ
ン
タ
ー
を
附

置
す
る
。

２
照
会
セ
ン
タ
ー
は
、
照
会
業
務
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

３
照
会
セ
ン
タ
ー
に
係
を
置
く
。

第
５９条

の
３
を
削
り
、
第
５９条

の
２
の
２
を
第
５９条

の
３
と
し
、

第
５９条

の
２
の
次
に
次
の
１
条
を
加
え
る
。

（
旅
費
事
務
セ
ン
タ
ー
）

第
５９条

の
２
の
２
総
務
部
会
計
課
に
旅
費
事
務
セ
ン
タ
ー
を
附

置
す
る
。

２
旅
費
事
務
セ
ン
タ
ー
は
、
旅
費
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

３
旅
費
事
務
セ
ン
タ
ー
に
係
を
置
く
。

第
５９条

の
５
第
２
項
第
２
号
中
「
人
事
」
の
次
に
「
及
び
職
員

の
諸
給
与
」
を
加
え
る
。

第
７２条

第
６
項
中
「
情
報
公
開
セ
ン
タ
ー
」
の
次
に
「
、
デ
ジ

タ
ル
開
発
セ
ン
タ
ー
、
照
会
セ
ン
タ
ー
」
を
、
「
遺
失
物
セ
ン
タ

ー
」
の
次
に
「
、
旅
費
事
務
セ
ン
タ
ー
」
を
加
え
、
「
、
装
備
開

発
運
用
セ
ン
タ
ー
」
を
削
る
。

（
警
視
庁
の
警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害
給
付
に
関
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す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
２
条

警
視
庁
の
警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害
給

付
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
４３年

６
月
１３日

東
京
都
公
安
委
員
会
規

則
第
１０号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
２
条
第
１
項
中
「
警
務
部
給
与
課
」
を
「
警
務
部
人
事
第
一

課
」
に
改
め
る
。

第
２９条

第
１
項
中
「
警
務
部
給
与
課
長
」
を
「
警
務
部
人
事
第

一
課
長
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
２
号
２
号
紙
及
び
様
式
第
１６号

（
裏
面
）
中
「
警

視
庁
警
務
部
給
与
課
災
害
補
償
係
」
を
「
警
視
庁
警
務
部
人
事
第

一
課
災
害
補
償
係
」
に
、
「
（
３５８１）

４３２１」
を
「
０３（

３５８１）

４３２１」
に
改
め
る
。

（
警
視
庁
司
法
警
察
員
等
の
指
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
３
条

警
視
庁
司
法
警
察
員
等
の
指
定
に
関
す
る
規
則
（
平
成
５

年
２
月
２
日
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
２
条
第
２
項
第
１
号
オ
中
「
及
び
人
身
安
全
企
画
係
」
を
削

る
。

附
則

１
こ
の
規
則
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
警
視
庁

の
警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害
給
付
に
関
す
る
規

則
別
記
様
式
第
２
号
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、

所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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